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お客さまの個人情報の取扱いについて 

 

 

1．個人情報の利用目的について 

当金庫は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）に基づき、お客さ

まの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。 

なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情

報保護に関するガイドライン（平成 16 年金融庁告示第 67 号）に定められた機微（センシティブ）情

報は、労働金庫法施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。 

(1)  業務内容 

①預金業務、融資業務、為替業務、両替業務、およびこれらに付随する業務 

②投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務等、法律により労働金庫が営むこと

ができる 

業務およびこれらに付随する業務 

③その他労働金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 

（今後取扱いが認められる業務を含む） 

(2) 利用目的 

①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため  

②本人確認法に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく

資格等の確認のため  

③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のた

め 

④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため  

⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の

判断のため 

⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適

切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため  

⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等

において、委託された当該業務を適切に遂行するため  

⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため  

⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの

研究や開発のため  

⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため  

⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため  

⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため  

⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため  
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(３) お客さまのご家族の個人情報の利用目的 

お客さまのご家族の個人情報については、資金使途の妥当性を判断する等のお客さまの融

資申込に際しての判断のため、またはお客さまが金融商品やサービスをご利用いただく際

の資格等の確認のため 

 

これらの利用目的につきましては、当金庫のホームページ等で公表いたしますほか、お客さまに

通知する場合は書面で行います。 

入出金取引や振込取引など個人情報の取得の状況から見て利用目的が明らかな場合等を除き、

お客さまとの間で契約を締結することに伴って、直接書面でお客さまの個人情報を取得する場合

は、これらの利用目的をお客さまに明示いたします。 

また、住宅ローン取引など与信取引に際しましては、これらの利用目的の明示と併せ、当該利用

目的について、ご本人の同意をいただきます。 

 

2．機微（センシティブ）情報の取扱いについて 

当金庫は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成 16 年金融庁告示第 67

号）に基づき、機微（センシティブ）情報（政治的見解、宗教、思想及び信条、労働組合への加盟、

人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報）は、同ガ

イドラインに掲げる場合を除き、取得、利用又は第三者提供いたしません。また、機微（センシティ

ブ）情報につきましては、労働金庫法施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同

規則が定める利用目的以外で利用いたしません。 

 

3．個人データの正確性の確保について 

当金庫は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データが正確かつ最新の内容に保

たれるよう努めます。お届け事項に変更があったときは、書面によりお取引店にお届け下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．保有個人データに関する事項について 

（１）  個人情報取扱事業者の氏名または名称 

沖縄県労働金庫 

Tダイレクト・マーケティングの中止に関するお取扱いについて 

（平成 17 年 4 月 1 日より受付いたします）

当金庫では、ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングで個人情報

を利用することについて、これを中止するようご本人よりお申し出があった場合は、直ちに当該目的

での個人情報の利用を中止いたします。 
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（２）  保有個人データの利用目的 

当金庫の保有個人データの利用目的は、前記１.に記載の個人情報の利用目的と同内容で

す。 

（３） 開示請求等手続について（平成 17 年 4 月 1 日より受付いたします。） 

当金庫は、個人情報保護法第 24 条 2 項、第 25 条、第 26 条 1 項、ならびに第 27 条 1 項およ

び 2 項に基づき（以下、これらの手続きを総称して「開示請求等手続」といいます。）、ご本人また

はその代理人からのご依頼により、以下の要領で開示請求等手続に対応いたします。なお、個

人情報保護法第 24 条 2 項に基づき利用目的の通知をご希望される場合、及び、個人情報保護

法第 27 条 1 項および 2 項に基づき保有個人データの利用停止等をお申し出の場合は、最寄り

の本支店にお申し出下さい。また、法令等の定めにより、開示等の求めに対応できない場合もご

ざいますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 

① 開示請求等手続の対象となる保有個人データの項目 

氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先（勤務先名または職業・電話番号）、取引残

高（科目、口座番号、残高）、取引の履歴に関する情報 等 

② 開示請求等手続の受付窓口 

・お取引きの各支店および本店 

・郵送でご依頼される場合は、お取引の各支店および本店または下記宛に所定の依

頼書に必要書類を添付の上、ご郵送下さい。 

〒９００-００２１ 那覇市泉崎１丁目１５番１０号 沖縄県労働金庫法務部 

③ ご提出いただくもの 

ア.個人情報開示依頼書（個人情報保護法第 25 条に基づく開示請求の場合） 

イ. 個人情報訂正等依頼書（個人情報保護法第 26 条 1 項に基づく訂正・追加・削除

の場合）  

ウ．個人情報利用停止等依頼書（個人情報保護法第２７条１項および２項に基づく利

用目的以外の利用・不適正な取得・本人同意のない第三者提供の場合） 

エ.本人確認のための書類（以下のいずれかの書類を１通ご用意願います。） 

 ■運転免許証・パスポート・各種健康保険証・各種年金手帳・各種福祉手帳・外国

人登録証明書 

   ※有効期限内もしくは現在有効なものに限ります。 

 ■住民票・印鑑証明書・外国人登録原票記載事項証明書 

   ※発行後６か月以内のものに限ります。 

オ．開示等の求めをお申出される方が未成年または成年被後見人であるご本人さま

の法定代理人の場合、もしくは開示等の求めをすることについてご本人さまが委任

した代理人の場合は、上記書類（ご本人さまおよび代理人の双方分）に加えて、以

下の書類をご用意願います。 
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 【法定代理人の場合】 

  ■法定代理権があることを確認するための書類（戸籍謄本等、親権者の場合は扶

養家族が記入された健康保険証でも結構です） １通 

 【委任による代理人の場合】 

 ■当金庫所定の委任状 １通 

④ 手数料 

T個人情報保護法第 25 条に基づく開示請求の場合は、口座振替等により、当金庫所定の

手数料をいただきます。 TT 

 開示項目 手数料(消費税込) 

基本手数料 氏名、住所、生年月日、電話番号、労働組

合等（会員団体) 

依頼書１通につき 1,050 円

預金残高、借入残高 1 口座１基準日毎 525 円

取引履歴 1 口座１か月毎 525 円

加算手数料 

その他 １項目毎 1,050 円

※T期間は暦月ベースで計算します。（例）2005 年 4 月 20 日から 2005 年 5 月 6 日は、2 か

月分として計算します。 T 

⑤ 回答方法 

お客さまよりお届けいただいた住所宛に当金庫から原則として１０営業日以内に回答書

をご郵送いたします。なお、代理人によるご依頼の場合であっても、ご本人宛に郵送いた

しますので、予めご了承願います。 

⑥ 開示請求等手続に関して取得した個人情報の利用目的  

開示請求等手続により当金庫が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人

ならびに代理人の本人確認、手数料の徴収、および当該開示請求等に対する回答に利

用いたします。 

⑦ 開示しない場合のお取扱いについて  

T次に定める場合は、開示いたしかねますので、予めご了承願います。開示しないことを決

定した場合は、その旨理由を付して通知申し上げます。また、開示しなかった場合につい

ても、所定の手数料をいただきます。 T 

ア.ご本人の確認ができない場合  

イ.代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合  

ウ.所定の依頼書類に不備があった場合  

エ.所定の期間内に手数料のお支払いがない場合  

オ.ご依頼のあった情報項目が、保有個人データに該当しない場合  

カ.本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

キ.当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合  
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ク.他の法令に違反することとなる場合  

（４） 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 

  当金庫の保有個人データの取扱いに関するご意見・ご要望については、お取引店または下記

窓口までお申出ください。 

≪沖縄県労働金庫 法務部≫ 
フリーダイヤル：0120-131490  FAX：098-866-6050   
【受付時間】月～金(9：00～17：00)  ＊祝日・振替休日を除く 
E-mail：houmubu@okinawa-rokin.or.jp 
 

 

5．個人信用情報機関およびその加盟会員による個人情報の提供ならびに利用について 

(1) 当金庫は、個人信用情報機関およびその加盟会員（当金庫を含みます）による個人情報の提

供・利用について、申込書・契約書等により、下記のとおり個人情報保護法第23条第1項に基

づくお客さまの同意をいただいております。 

① 当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客

さまの個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報

のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録さ

れている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をい

う。ただし、労働金庫法施行規則により、返済能力に関する情報については返済能力の調

査の目的に限ります。以下同じ。）のために利用すること。 

② 下記（３）の個人情報(その履歴を含む。)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録さ

れ、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取

引上の判断のために利用されること。 

(2) 当金庫が加盟する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各

機関のホームページに掲載されています。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の

開示は、各機関で行います（当金庫ではできません。）。 

 

① 全国銀行個人信用情報センター 

http:www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 

〒100－8216 東京都千代田区丸の内１－３－１ 

TEL 03－3214－5020 

主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 

 

② (株)シー・アイ・シー 

http:www.cic.co.jp 

〒160－8375 東京都新宿区西新宿１－２３－７ 新宿ファーストウエスト１５階 
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TEL 0120－810－414 

主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 

 

【①および②の機関と提携する個人信用情報機関】 

全国信用情報センター連合会（全情連）加盟の個人信用情報機関 

http:www.fcbj.jp 

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町４１－１（全情連事務局） 

（お問合せ等は上記(株)シー・アイ・シーにご確認下さい。） 

主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関 

 

③ (株)シーシービー 

http:www.ccbinc.co.jp 

〒162－0823 東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ７階 

TEL 0120－4400－29 

主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を

加盟会員とする個人信用情報機関 

 

(3) 前記(２)に掲載した各個人信用情報機関における、個人情報の登録内容および登録期間につ

いては下記の通りです。 

 

登 録 期 間 

登録情報 
全国銀行個人信用情報センター 

(株) 

シー・アイ・シー 

(株) 

シーシービー 

氏名、生年月日、住所（本人へ

の郵便不着の有無等を含む）、

電話番号、勤務先等の本人情

報 

次の情報のいずれかが登録さ

れている期間 

次のいずれかが登録されている

期間 

借入金額、借入日、最終返済

日等の本契約の内容およびそ

の返済状況（延滞、代位弁済、

強制回収手続、解約、完済等

の事実を含む。） 

本契約期間中および本契約終

了日（完済していない場合は

完済日）から５年以内 

本契約期間中および本契約終了

後５年間 

当金庫が個人信用情報機関を

利用した日および本契約また

はその申込みの内容等 

当該利用日から１年以内 

 

当該利用日から６か月間 
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不渡情報 第１回目不渡は不渡発生日か

ら６か月以内 

取引停止処分は処分日から５

年以内 

－ 

官報情報 破産手続開始決定・再生手続

開始決定の日から 10 年以内 

破産手続開始決定・再生手続開

始決定の日から７年間 

登録情報に関する苦情を受

け、調査中である旨 

当該調査中の期間 当該調査中の期間 

本人確認資料の紛失・盗難等

の本人申告資料 

本人から申告のあった日から５

年以内 
登録日から５年間 

登録日から１

年間 

与信自粛、その他の本人申告

情報 

－ 
登録日から５年間 

 

(4) 当金庫は、当金庫が加盟する個人信用情報機関（全国銀行個人信用情報センター）におい

て、下記のとおり個人情報保護法第 23 条第 4 項第 3 号に基づく個人データの共同利用を

行っております。ただし、個人情報保護法の全面施行（平成 17 年 4 月 1 日）後の契約につ

いては、前記（１）に記載のとおり、お客さまの同意をいただいております。 

①共同利用される個人データの項目 

官報に掲載された情報（氏名、住所、破産等の旨、日付等）  

②共同利用者の範囲 

全国銀行個人信用情報センターの会員および全国銀行協会 T（注）全国銀行個人信用

情報センターは全国銀行協会が設置・運営する個人信用情報機関で、その加盟資格

は次のとおりです。 T  

ア．全国銀行協会に正会員として加盟している銀行  

イ．上記ア以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関  

ウ．政府関係金融機関またはこれに準じるもの  

エ．信用保証協会法（昭和 28 年 8 月 10 日法律第 196 号）にもとづいて設立された信

用保証協会  

オ．個人に関する与信業務を営む法人で、上記アからウに該当する会員の推薦を受

けたもの  

③利用目的 

全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断  

④個人データの管理について責任を有する者の名称 

全国銀行協会 

 

(5) 上記のほか、上記の個人情報は、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関に
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よる加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確

保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互

に提供または利用される場合があります。 

 

6．個人情報の委託について 

当金庫は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いの全部または一部

を委託する場合があります。委託に際しましては、委託先に対する必要かつ適切な監督を行いま

す。 

 

7．個人情報の共同利用について 

当金庫は、HT以下の内容THにおきまして、お客さまの個人データを、共同利用させていただいており

ます。 

 なお、共同利用の取扱につきまして、利用目的または個人データの管理について責任を有する

者の氏名または名称を変更する場合には、あらかじめその内容を公表いたします。  

(1) 会員団体（労働組合等）を介した労働金庫取引における当該会員団体の構成員(組合員等)の

個人データの共同利用 

①共同利用する個人データの項目 

ａ. 会員団体（労働組合等）の構成員(組合員等)たる資格に関するもの 

氏名、所属会員及び勤務先、職場番号、職場名、職員番号、住所、郵便番号、生

年月日、電話番号 

ｂ. 取扱労働金庫に関するもの 

取扱店、顧客番号 

c. 会員団体（労働組合等）を介した取引に必要なもの 

（賃金控除及び預金・積金・貸付取引に関するもの） 
賃金控除金額、賃金控除の対象となる預金・積金・貸付の有無及び口座番号、

預金・積金入金日及び貸付返済日、返済金額の変更に係る項目、預金・積金の契

約内容（契約回数、払込済回数、満期日）、貸付の契約内容（契約回数、払込済回

数、最終期日） 
②共同利用者の範囲 

当金庫と共同利用することを確認している当金庫の会員団体 
③共同利用における利用目的 

会員団体（労働組合等）の構成員(組合員等)が、会員団体（労働組合等）を介して

当金庫の提供する預金商品、貸付商品、投資信託、有価証券その他の金融関連サ

ービスを利用するため、並びにそれらのご案内のため（共同利用の目的の詳細に

ついては次ページをご覧下さい。） 
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共同利用する個人情報のデータ項目と利用目的 
利用目的 

共同利用する項目 
労働金庫 労働組合等（会員団体） 

（１）労働組合等（会員団体）の構成員たる資格に関する情報 
① 氏名 
② 所属会員及び勤務先 
③ 職場番号 
④ 職場名 

⑤ 職員番号 

取引の相手方が利用資格を有すること

（労働組合等（会員団体）の構成員である

こと）を確認するため並びに労働金庫の提

供する預金商品及び貸付商品その他の金

融関連サービスのご案内のための情報 

⑥ 住所 
⑦ 郵便番号 
⑧ 生年月日 
⑨ 電話番号 

取引の相手方の本人確認のため並びに

労働金庫の提供する預金商品及び貸付商

品その他の金融関連サービスのご案内の

ための情報 

労働組合活動の一環として取り組む自

主的な福利共済活動のための労働金庫取

引における利用者の利用資格を有するこ

と（労働組合等（会員団体）の構成員であ

ること）を管理するための情報 

（２）取扱労働金庫に関する情報 

① 取扱店 労金利用者の取扱店を特定するための

情報 

自主的な福利共済活動のための労働金

庫利用における利用者の取扱店を特定す

るための情報 

② 顧客番号 
（労金をご利用されている方

が各自お持ちの番号です） 
労金利用者を特定するための情報 

自主的な福利共済活動のための労働金

庫利用において、組合員からの求めに応じ

て取引内容を労働金庫に問い合わせるた

めの情報 

（３）労働組合等（会員団体）を介した取引に必要な情報 

① 賃金控除金額 
労働組合等（会員団体）の労金利用者の

賃金控除による入金金額を管理するため

の情報 

労働組合等（会員団体）の構成員のうち

労金利用者が労働組合等（会員団体）に対

して、預金および貸付の返済金を賃金控除

することを依頼し、労働組合等（会員団体）

はその賃金控除事務を管理するための情

報。（労働組合等（会員団体）は賃金控除

を事業主に委任） 

② 賃金控除の対象となる 預
金、積金、貸付の有無及び

口座番号 

賃金控除による入金金額の控除科目ご

との内訳を管理するための情報 

賃金控除額についての控除科目ごとの

内訳を管理するための情報 
自主的な福利共済活動のための労働金

庫利用において、労金利用者からの求めに

応じて労働金庫に問い合わせるための情

報 

③ 預金、積金の入金日及び貸

付返済日、返済金額の変更

に係る項目 

毎月入金日及び貸付返済日を管理する

ための情報 
返済金額の変更情報は、正しい賃金控除

金額を管理するための情報であり、変更が

あった場合はその内容を労働組合等（会員

団体）に提供する必要がある。 

毎月入金日及び貸付返済日は、賃金控除

した資金の送金事務を管理するための情

報 
返済金額の変更情報は正しい賃金控除

事務を管理するための情報（労働組合等

（会員団体）は賃金控除・送金を事業主に

委任） 

④ 預金、積金の契約内容（契

約回数、払込済回数、満期

日） 

⑤ 貸付の契約内容（契約

回数、払込済回数、最終

期日） 

賃金控除からの入金金額を管理するた

めの情報 

労金利用者から依頼を受けた賃金控除

事務をするために控除期間を管理するた

めの情報 
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④個人データの管理について責任を有する者の名称 
当金庫とします。 
 

(２) 手形交換における不渡りにかかる個人データの共同利用 

 
①共同利用する個人データの項目 

ア． 当該振出人の氏名（法人であれば名称・代表者名・代表者肩書） 

イ． 当該振出人について屋号があれば当該屋号 

ウ． 住所（法人であれば所在地。郵便番号を含みます。） 

エ． 当座取引開設の依頼者の氏名（法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号が

あれば当該屋号） 

オ． 生年月日 

カ． 職業 

キ． 資本金（法人の場合に限ります。） 

ク． 当該手形・小切手の種類および額面金額 

ケ． 不渡報告（第１回目不渡）または取引停止報告（取引停止処分）の別 

コ． 交換日（呈示日） 

サ． 支払銀行（部・支店名を含みます。） 

シ． 持出銀行（部・支店名を含みます。） 

ス． 不渡事由 

セ． 取引停止処分を受けた年月日 

ソ． 不渡となった手形・小切手の支払銀行（店舗）が参加している手形交換所および当該

手形交換所が属する銀行協会  

（注）上記ア．～ウ．に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支

払銀行に届出られている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載さ

れている情報を含みます。 

②共同利用者の範囲  

ア． 各地手形交換所、 

イ． 各地手形交換所の参加金融機関 

ウ． 全国銀行協会が設置・運営している全国銀行個人信用情報センター 

エ． 全国銀行協会の特別会員である各地銀行協会（各地銀行協会の取引停止処分者照

会センターを含みます。） 

（ 共 同 利 用 者 の 一 覧 に 関 し て は 、 全 国 銀 行 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス 

HTUhttp://www.zenginkyo.or.jp/abstract/koukan/index0600.html UTH をご参照ください。）  

③共同利用における利用目的  

手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断  
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④個人データの管理について責任を有する者の名称  

不渡となった手形・小切手の支払銀行（店舗）が参加している手形交換所の属する銀行協

会  

 

T以 上 T 

 


